
(57)【要約】
【課題】  部品点数の削減と簡素化を図り高さ調整作業
を不要にするとともに、演奏性および外観デザインを向
上させる。
【解決手段】  ギター本体２の表面にトレモロ機構２５
を配設する。トレモロ機構２５は、ブリッジベース３３
と、ブリッジサドル３６とで構成され、弦５の張力Ｔ1 
によるモーメントＭ1 と、バランスばね４のばね力Ｔ2 
による回転モーメントモーメントＭ2 がバランスするよ
うに保持されており、トレモロアーム７によってブリッ
ジベース３３を揺動されることにより、弦５の張力を速
い周期で繰り返し変化させる。ブリッジベース３３の上
面３３ａは、張弦方向と直交する方向において所定の曲
率半径Ｒで凸状に湾曲した曲面に形成されることによ
り、指板の表面と略同一の凸曲面に形成されている。ブ
リッジサドル３６は、ブリッジベース３３の上面３３ａ
に載置され、プレート３３Ａの下面側に設けた取付部４
３にオクターブ調整用ねじ１１によって連結されてい
る。



【特許請求の範囲】
【請求項１】  ギター本体の上面に張弦方向に揺動自在
に配設され各弦の一端側を係止するブリッジベースと、
このブリッジベースの上に配設され前記各弦の前記一端
付近を支持する複数個のブリッジサドルを備えた弦楽器
の弦張設機構において、
前記ブリッジベースの上面を指板の表面と略同一の曲率
半径で湾曲した凸状の曲面に形成し、この上面に前記ブ
リッジサドルを載置し、かつオクターブ調整用ねじによ
って前記ブリッジベースに張弦方向に移動調整可能に連
結した弦楽器の弦張設機構。
【請求項２】  請求項１記載の弦楽器の弦張設機構にお
いて、
ブリッジベースをブリッジサドルが載置されるプレート
と、このプレートの下面側に垂設された弦係止部とで構
成し、前記ブリッジベースに一端が前記プレートの上面
に開放し、他端が前記弦係止部の下面に開放し各弦の一
端部側が挿入される複数の弦挿通孔を設け、前記プレー
トの下面側において前記ブリッジサドルをオクターブ調
整用ねじにより前記ブリッジベースに連結した弦楽器の
弦張設機構。
【請求項３】  請求項２記載の弦楽器の弦張設機構にお
いて、
プレートの下面にオクターブ調整用ねじの取付部を設け
た弦楽器の弦張設機構。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、弦楽器の弦張設機
構に関し、特にエレクトリックギターのトレモロ機構に
適用して好適な弦楽器の弦張設機構に関する。
【０００２】
【従来の技術】エレクトリックギターにおいては、弦張
設機構であるトレモロ機構によって弦の張力を速い周期
で繰り返し変化させることにより音程を小刻みに上下さ
せる、所謂トレモロ効果と称する特殊音響効果を得るよ
うにしている（例：実開平２－１１９３００号公報、実
開昭６３－４４８６４号公報、実開昭６３－３３２４２
号公報等）。
【０００３】図６に一般的なトレモロ機構の従来例を示
す。このトレモロ機構１は、ギター本体２上に配設した
ブリッジベース３をバランスばね４で弦５の張力Ｔ1 に
よるモーメントとバランスさせ、ブリッジベース３上に
配設したブリッジサドル６によって弦５の一端部付近を
支持し、トレモロアーム７によってブリッジベース３を
支点ねじ８とブリッジベース３の当接部を回動支点とし
て上下動させて前記バランス状態を崩すことにより、弦
５の張力Ｔ1 を速い周期で繰り返し変化させるようにし
ている。弦５は、一端にブリッジベース３の下面に係止
される通常ボールエンドと呼ばれているリング９を有
し、中間部が前記ブリッジサドル６と図示しないネック

本体の上面に設けた上駒とによって支持され、他端側が
ネック本体のヘッド部に設けた糸巻き装置に巻き付けら
れて係止されている。
【０００４】前記ブリッジサドル６は、２本の高さ調整
用ねじ１０によってブリッジベース３上に高さ調整可能
であって前後方向に移動自在に配設されており、弦５の
イントネーション（音調）を合わせるためにオクターブ
調整用ねじ１１によって前記ブリッジベース３に前後方
向に移動調整可能に連結され、かつばね１２によって前
方に付勢されている。ギターでは、どのフレットを押さ
えても正確なピッチが得られる状態をイントネーション
が正確であるという。イントネーションは、弦長、ネッ
ク本体の反り、弦の古さ等によってその良否が決定され
る。前記ブリッジベース３は上面後端部に立ち上がり部
３Ａを一体に有し、この立ち上がり部３Ａが前記オクタ
ーブ調整用ねじ１１の取付部を形成している。また、ブ
リッジベース３の下面には弦係止部３Ｂが一体に垂設さ
れており、その内部に前記弦５の一端部が挿通されてい
る。弦係止部３Ｂはギター本体２のばね収納部１３内に
挿入され、前記バランスばね４の一端を係止している。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】上記した従来のトレモ
ロ機構１においては、構造が複雑で部品点数が多く、組
立、調整作業に時間を要するという問題があった。すな
わち、ギターのネック本体の上面（指板面）は通常弦５
の張設方向と直交する方向において凸状に湾曲した曲面
に形成されているため、各弦５の高さが異なり、ネック
本体の幅方向中央に張設される弦が最も高く、両端に張
設される弦が最も低くなる。一方、ブリッジベース３の
上面３ａは通常平坦な面に形成されているため、各ブリ
ッジサドル６を対応する弦５の高さに合わせて調整する
必要がある。このため、ブリッジサドル６を２本の高さ
調整用ねじ１０によって支持しなければならず部品点数
が増加し、調整用ねじ１０の取付け、ブリッジサドル６
の高さ調整作業に長時間を要する。
【０００６】また、高さ調整用ねじ１０は調整の程度に
よっては上端がブリッジサドル６の上方にかなり突出す
ることがあるので、演奏中に手が高さ調整用ねじ１０に
当たると演奏に支障をきたす。また、部品点数が増えれ
ばそれだけ余分な振動、雑音の発生原因となる。さら
に、ブリッジベース３の上面側においてブリッジサドル
６をオクターブ調整用ねじ１１によってブリッジベース
３に連結しているので、ブリッジベース３の上面後端部
に立ち上がり部３Ａを一体に突設する必要があり、この
立ち上がり部３Ａとオクターブ調整用ねじ１１が前記高
さ調整用ねじ１０とともに視認され、トレモロ機構１の
外観を損なうという問題もあった。
【０００７】本発明は上記した従来の問題を解決するた
めになされたもので、その目的とするところは、部品点
数の削減と簡素化を図り高さ調整作業を不要にするとと
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もに、演奏性および外観デザインを向上させるようにし
た弦楽器の弦張設機構を提供することにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に第１の発明は、ギター本体の上面に張弦方向に揺動自
在に配設され各弦の一端側を係止するブリッジベース
と、このブリッジベースの上に配設され前記各弦の前記
一端付近を支持する複数個のブリッジサドルを備えた弦
楽器の弦張設機構において、前記ブリッジベースの上面
を指板の表面と略同一の曲率半径で湾曲した凸状の曲面
に形成し、この上面に前記ブリッジサドルを載置し、か
つオクターブ調整用ねじによって前記ブリッジベースに
張弦方向に移動調整可能に連結したものである。
【０００９】第１の発明においては、ブリッジベースの
上面が指板の表面と略同一の凸曲面に形成されているた
め、ブリッジサドルをブリッジベースの上面に設置する
だけで弦毎に高さ調整する必要がない。したがって、格
別な高さ調整手段を必要とせず、部品点数が削減され
る。
【００１０】第２の発明は、上記第１の発明において、
ブリッジベースをブリッジサドルが載置されるプレート
と、このプレートの下面側に垂設された弦係止部とで構
成し、前記ブリッジベースに一端が前記プレートの上面
に開放し、他端が前記弦係止部の下面に開放し各弦の一
端部側が挿入される複数の弦挿通孔を設け、前記プレー
トの下面側において前記ブリッジサドルをオクターブ調
整用ねじにより前記ブリッジベースに連結したものであ
る。
【００１１】第２の発明において、弦の一端部側は、ブ
リッジベースに設けた弦挿通孔に挿入されて係止され
る。オクターブ調整用ねじはプレートの下面側において
ブリッジサドルをブリッジベースに連結しているので、
上方から視認されることがない。
【００１２】第３の発明は、上記第２の発明において、
プレートの下面にオクターブ調整用ねじの取付部を設け
たものである。
【００１３】第３の発明において、ブリッジサドルの連
結部は、オクターブ調整用ねじによりブリッジベースの
プレート下面側に設けた取付部に連結される。
【００１４】
【発明の実施の形態】以下、本発明を図面に示す実施の
形態に基づいて詳細に説明する。図１（ａ）、（ｂ）は
本発明をエレクトリックギターのトレモロ機構に適用し
た一実施の形態を示す正面図および側面図、図２は同ト
レモロ機構の平面図、図３は図２のIII －III 線拡大断
面図、図４はネック本体の断面図、図５は同トレモロ機
構の背面図である。なお、従来技術の欄で示した構成部
材と同一のものについては同一符号をもって示し、その
説明を適宜省略する。
【００１５】図１において、全体を符号２０で示すエレ

クトリックギターは、ソリッド型のギター本体２とネッ
ク本体２１の上方に６本の弦５（５ａ～５ｆ）が張設さ
れ、ギター本体２の表面にピックアップ切替スイッチ２
２，各弦５の振動を電気信号に変換する２組のピックア
ップ装置２３，２４、各弦５の一端を係止するトレモロ
機構２５等を有し、前記ネック本体２１のヘッド部２１
ａに各弦５の他端側を係止する６個の糸巻き装置２６が
設けられている。また、前記ネック本体２１の表面には
指板２８を接合しており、この指板２８の表面に上駒２
９と複数本のフレット３０を弦５と直交するように指板
２８の長手方向に所定の間隔をおいて植設している。指
板２８の表面２８ａは、図４に示すように弦５の張設方
向（張弦方向）と直交する方向（紙面左右方向）におい
て所定の曲率半径Ｒで凸状に湾曲した曲面に形成されて
いる。このため、指板表面２８ａの幅方向中央部が最も
高く、幅方向両端部が最も低くなっている。上駒２９
は、ネック本体２１とヘッド部２１ａの接続部に植設さ
れている。
【００１６】図２および図３において、前記トレモロ機
構２５は、ギター本体２上に揺動自在に配設されるブリ
ッジベース３３を有している。ブリッジベース３３は、
側面視形状が略Ｔ字状を呈すことにより、張弦方向と直
交する方向に長い矩形のプレート３３Ａと、このプレー
ト３３Ａの下面中央に垂設されたブロック状の弦係止部
３３Ｂとで構成され、各弦５の一端部がそれぞれ挿通さ
れる６つの弦挿通孔３７を有している。弦挿通孔３７は
貫通孔からなり、一端が前記プレート３３Ａの上面に開
放し、他端が前記弦係止部３３Ｂの下面に開放してい
る。また、弦挿通孔３７は異径孔とされることにより、
プレート３３Ａおよび弦係止部３３Ｂの上部に設けられ
た張弦方向に長い長孔部３７Ａと、弦係止部３３Ｂの下
面に開放する大径孔部３７Ｂと、前記長孔部３７Ａと大
径孔部３７Ｂを連結する小径孔部３７Ｃとで構成されて
いる。なお、長孔部３７Ａの下端部は、オクターブ調整
用ねじ１１の取付けを可能にするために前記弦係止部３
３Ｂの背面側にも開放されている。
【００１７】前記プレート３３Ａの上面３３ａは、図４
に示すように張弦方向と直交する方向において所定の曲
率半径Ｒで凸状に湾曲した曲面に形成されることによ
り、前記指板２８の表面２８ａと略同一の凸曲面に形成
され、各弦５の一端部寄りを支持するブリッジサドル３
６が張弦方向と直交する方向に６個並設されるととも
に、トレモロアーム７が立設されている。トレモロアー
ム７は、プレート３３Ａの上面３３ａで高音弦（５ｆ）
側の側縁部に立設されている。また、プレート３３Ａの
前端縁の両端部寄りには、ブリッジベース３３の回動支
点部３８が設けられている。この回動支点部３８は、平
面視半円形の凹部からなり、その内壁がブリッジベース
３３の回動支点を明確にするためにＶ字状にカットさ
れ、支点ねじ８に形成したＶ字状の環状溝３９に係入し
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ている。前記支点ねじ８は、ギター本体２の表面に埋設
した金属製のナット４０に下端部がねじ込まれており、
ギター本体２の上方に突出する頭部の外周に前記環状溝
３９が形成されている。
【００１８】前記プレート３３Ａの下面で前記弦係止部
３３Ｂより後方には、前記オクターブ調整用ねじ１１の
取付部４３が一体に設けられている。この取付部４３
は、前記プレート３３Ａの下面に一体に垂設された前後
一対の垂下片４３Ａ，４３Ｂとで構成されている。前方
側の垂下片４３Ａには、下面に開放する逆Ｕ字状のねじ
用孔４４が各ブリッジサドル３６に対応して６個形成さ
れている。後方側の垂下片４３Ｂには、オクターブ調整
用ねじ１１を回転させるための六角形のレンチが挿通さ
れる回転操作用孔４５が６個形成されている。
【００１９】前記オクターブ調整用ねじ１１は、頭部１
１Ａが前記２つの垂下片４３Ａ，４３Ｂ間に下方から挿
入され、ねじ部１１Ｂが前方側垂下片４３Ａのねじ用孔
４４に挿入され、前記ブリッジサドル３６に螺合するこ
とでブリッジサドル３６を前記取付部４３に連結してい
る。すなわち、オクターブ調整用ねじ１１は前記プレー
ト３３Ａの下面後端部側においてブリッジサドル３６を
ブリッジベース３３に連結するものであり、このためブ
リッジベース３３の上方からは視認されることがない。
また、オクターブ調整用ねじ１１をプレート３３Ａの下
面側に取付けているので、プレート３３Ａの上面後端部
に立ち上がり部を一体に突設する必要もない。なお、前
後一対の垂下片４３Ａ，４３間にオクターブ調整用ねじ
１１の頭部１１Ａを挿入し、同ねじ１１の前後方向の移
動を規制しておくと、弦５を外したとき、ブリッジサド
ル３６がオクターブ調整用ねじ１１とともに前後に移動
することがないので、図６に示したばね１２を省略する
ことができる。
【００２０】前記弦係止部３３Ｂは、ギター本体２の表
裏面に貫通するばね収納部１３内に傾動自在に挿入さ
れ、下端にバランスばね４の一端を係止する弦係止部４
７が一体に突設されている。バランスばね４は引張りコ
イルばねからなり、他端がばね収納部１３の前壁に固定
したフック４８に係止されている。
【００２１】前記ブリッジサドル３６は、金属板の折り
曲げ加工によって形成されることにより、張弦方向に長
い矩形板状の本体３６Ａと、この本体３６Ａの前後両端
部に裏面側に折り曲げ形成された一対の支持脚３６Ｂ，
３６Ｃと、後方側の支持脚３６Ｃの先端に垂設された連
結部３６Ｄとで構成されている。本体３６Ａの幅方向中
央で前端部側には、前後方向に長いスリット状の弦用溝
５０が形成されている。また、弦用溝５０の前側終端部
には弦５の断線を防止するために、本体３６Ａの下方に
１／４の円弧状に折り曲げ形成された弦受け部５１が設
けられている。前後一対の支持脚３６Ｂ，３６Ｃは、前
記プレート３３Ａの上面３３ａに直接載置され、前記本

体３６Ａを所定の高さに保持する。前記連結部３６Ｄは
前記ブリッジベース３３の長孔部３７Ａに上方から挿入
されて前記取付部４３の前方に位置し、下端部に前記オ
クターブ調整用ねじ１１がねじ込まれるねじ孔が形成さ
れている。したがって、オクターブ調整用ねじ１１をレ
ンチによって回転させると、ブリッジサドル３６はプレ
ート３３Ａの上面に沿って弦５の張設方向に移動し、弦
５のイントネーションが調整される。なお、オクターブ
調整用ねじ１１を回転させる際には、回動支点部３８を
支点としてブリッジベース３３を前方に回動させ、取付
部４３をギター本体２の上方に突出させて行えばよい。
また、ブリッジサドル３６は折曲加工以外にもダイキャ
スト成形などの方法によっても製造される。
【００２２】このようなトレモロ機構２５は、ブリッジ
ベース３３のプレート３３Ａがギター本体２の上方に、
弦係止部３３Ｂがギター本体２のばね収納部１３内に位
置するように配設され、各弦５が糸巻き装置２６とブリ
ッジベース３３間に張設され、所定の張力Ｔ1 が付与さ
れる。この弦５を張設した状態において、ブリッジベー
ス３３はバランスばね４の張力Ｔ2 と弦５の張力Ｔ1 に
より回動支点部３８が支点ねじ８の環状溝３９に圧接さ
れて上下方向に揺動自在に支持され、弦５の張力Ｔ1 に
よるモーメントＭ1 と、バランスばね４のばね力Ｔ2 に
よるモーメントＭ2 が付与されている。モーメントＭ1 
とモーメントＭ2 は逆向きで等しい。したがって、ブリ
ッジベース３３は通常略水平に保持されている。
【００２３】前記各弦５は、一端がボールエンド９をそ
れぞれ有して前記ブリッジベース３３の弦挿通孔３７内
に係止され、他端側が前記ネック部２２ａの糸巻き装置
２６に巻き付けられて係止されている。前記糸巻き装置
２６は従来から周知のもので、ヘッド部２１ａを貫通し
て配置された回転自在な糸巻き軸６０と、この糸巻き軸
６０に設けられた図示しないウォームホイールと、この
ウォームホイールに噛合するウォームが設けられた操作
軸６３等で構成され、この操作軸６３を手で回転させて
糸巻き軸６０を巻上げ、巻き戻しすると弦５の張力が増
大または減少して所定の音程に調整される。
【００２４】前記弦５をトレモロ機構２５と糸巻き装置
２６間に張設するには、弦５の他端部をギター本体２の
下面側からブリッジベース３３の各弦挿通孔３７にそれ
ぞれ挿通して対応するブリッジサドル３６の弦用溝５０
を経てギター本体２の上方に導き、しかる後前記糸巻き
装置２６の糸巻き軸６０に巻き付けて係止し所定の張力
を付与すればよい。弦５を張設すると、ボールエンド９
は弦挿通孔３７の大径孔部３７Ｂと小径孔部３７Ｃの境
部に設けられた段差部６５に弦５の張力によって圧接さ
れて係止される。弦５の前記ボールエンド９に近い部分
で前記弦用孔５０から外部に引き出される部分は、前記
弦受け部５１によって支持され、前記糸巻き装置２６に
近い部分は前記上駒２９の上面によって支持される。
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【００２５】このような構造からなるエレクトリックギ
ター２０においては、ブリッジベース３３の上面３３ａ
を指板２８の表面２８ａと略同一の曲率半径Ｒからなる
凸曲面に形成しているので、６つのブリッジサドル３６
を張弦方向と直交する方向に並設すると、図４に示すよ
うに各ブリッジサドル３６の高さを全ての弦５に対して
同一高さにすることができる。したがって、ブリッジサ
ドル３６を図６に示した２本の高さ調整用ねじ１０によ
ってわざわざ高さ調整する必要がなく、部品点数の削減
とトレモロ機構２５自体の簡素化を実現することがで
き、またブリッジサドル３６のブリッジベース３３への
取付け、調整作業が容易で短時間に取付けることができ
る。さらに、高さ調整用ねじ１０が不要になれば、演奏
中に手が高さ調整用ねじ１０に当たるといったこともな
くなるので、ギターの演奏性を向上させることができ
る。
【００２６】また、ブリッジサドル３６をブリッジベー
ス３３に移動調整可能に連結するオクターブ調整用ねじ
１１をプレート３３Ａの下面側に配設しているので、ブ
リッジベース３３の上方からオクターブ調整用ねじ１１
が視認されることがなく、しかもプレート３３Ａの上面
３３ａにオクターブ調整用ねじ１１の取付部を突設する
必要がないので、トレモロ機構２５の外観を向上させる
ことができる。
【００２７】上記した実施の形態においては、ボールエ
ンド９を弦挿通孔３７の内部において係止した例を示し
たが、図６に示す従来構造と同様に弦係止部３３Ｂの下
面で係止してもよい。
【００２８】

【発明の効果】以上説明したように本発明に係る弦楽器
の弦張設機構は、ブリッジサドルに高さ調整手段を設け
る必要がないので、部品点数の削減、機構の簡素化、製
造コストの低減等を図ることができ、ブリッジサドルの
取付け、調整作業を容易に行うことができる。また、オ
クターブ調整用ねじをブリッジベースのプレート下面側
に設けた取付部に配設しているので、上方からオクター
ブ調整用ねじが視認されず、弦張設機構の外観を向上さ
せることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】  （ａ）、（ｂ）は本発明をエレクトリックギ
ターのトレモロ機構に適用した一実施の形態を示す正面
図および側面図である。
【図２】  同トレモロ機構の平面図である。
【図３】  図２のIII －III 線拡大断面図である。
【図４】  ネック本体の断面図である。
【図５】  同トレモロ機構の背面図である。
【図６】  従来のトレモロ機構の断面図である。
【符号の説明】
２…ギター本体、５，５ａ～５ｆ…弦、４…バランスば
ね、６…ブリッジサドル、８…支点ねじ、９…ボールエ
ンド、１０…高さ調整用ねじ、１１…オクターブ調整用
ねじ、２０…エレクトリックギター、２１…ネック本
体、２１ａ…ネック部、２５…トレモロ機構、２６…糸
巻き装置、３３…ブリッジベース、３３Ａ…プレート、
３３Ｂ…弦係止部、３６…ブリッジサドル、３６Ａ…本
体、３６Ｂ，３６Ｃ…支持脚、３６Ｄ…連結部、３７…
弦挿通孔、４３…取付部。

【図２】 【図３】
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【図１】 【図４】

【図５】

【図６】

(6)                   特開２００３－１８６４６５


